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● お 気 軽 に ご 相 談 く だ さ い

介 護 給 付 費 に 係 る 支 給 決 定 の 流 れ

※ 同 行 援 護 に つ い て は 、 「 ３ 障 害 支 援 区 分 認 定 調 査 」 を 行 う 前 に 「 同 行 援 護 ア セ ス メ ン ト 調 査 票 」 に よ る 調 査 を 行 い 、

「 区 分 ３ 以 上 支 援 加 算 」 を 決 定 す る こ と が 不 要 と 見 込 ま れ る 場 合 は 、 「 ３ 障 害 支 援 区 分 認 定 調 査 」 か ら 「 ８ 申 請 者 に

認 定 結 果 通 知 」 ま で は 行 わ れ ま せ ん 。 ま た 、 訓 練 等 給 付 の 場 合 は 、 共 同 生 活 援 助 ( 入  浴 ・ 排 泄 ま た は 食 事 等 の 介 護 を

伴 う 場 合 ) を 除 き 、 「 ３ 障 害 支 援 区 分 認 定 調 査 」 か ら 「 ８ 申 請 者 に 認 定 結 果 通 知 」 ま で は 行 わ れ ま せ ん 。
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サ ー ビ ス 利

用



生 活 保 護 受 給 世 帯

市 町 村 民 税 非 課 税 世 帯 （ 注 1 ）

市 町 村 民 税 課 税 世 帯 （ 所 得 割 1 6  万 円 （ 注 2 ） 未 満 ）

　 ※ 入 所 施 設 利 用 者 （ 2 0  歳 以 上 ） グ ル ー プ ホ ー ム 利 用 者 を 除 き ま す 。（ 注 3 ）

上 記 以 外

（ 注 １ ） ３ 人 世 帯 で 障 害 者 基 礎 年 金 １ 級 受 給 の 場 合 、 収 入 が 概 ね 3 0 0 万 円 以 下 の 世 帯 が 対 象 と な り ま す 。

（ 注 ２ ） 収 入 が 概 ね 6 0 0 万 円 以 下 の 世 帯 が 対 象 に な り ま す 。

（ 注 ３ ） 入 所 施 設 利 用 者 （ 2 0 歳 以 上 ） グ ル ー プ ホ ー ム 利 用 者 は 、 市 町 村 民 税 課 税 世 帯 の 場 合 「 一 般 ２ 」 と な り ま す 。

　 障 害 福 祉 サ ー ビ ス の 自 己 負 担 は 、 所 得 に 応 じ て 次 の ４ 区 分 の 負 担 上 限 月 額 が 設 定 さ れ 、 ひ と 月 に 利 用 し た

サ ー ビ ス 量 に か か わ ら ず 、 そ れ 以 上 の 負 担 は 生 じ ま せ ん 。

障 が い 者 相 談 支 援 　 　 ～ 相 談 は 無 料 で す ～

相 談 の 流 れ

T E L 0 1 7 - 7 5 7 - 8 6 8 2 　 F A X 0 1 7 - 7 5 7 - 8 6 7 7

ま ず は お 電 話 を

ご 本 人 ・ ご 家 族 か ら の 相 談

詳 し い お 話 を お 聞 き し ま す 。

状 況 を 整 理 し て 問 題 を 明 確 に し ま す 。

問 題 解 決 の 方 法 を ご 本 人 （ ご 家 族 ） と 一 緒 に 考 え ま す 。

問 題 解 決 に 向 け た 行 動 及 び

支 援 を ご 本 人 （ ご 家 族 ） と 共 に 開 始 し ま す 。

必 要 に 応 じ て 福 祉 サ ー ビ ス 利 用 の 申 請 を 支 援 し ま す 。

福 祉 サ ー ビ ス を 利 用 す る 場 合 は 、 サ ー ビ ス 等 利 用 計 画

が 必 要 に な り ま す 。 サ ー ビ ス 等 利 用 計 画 は 当 事 業 所 で

も 作 成 し ま す 。

支 援 経 過 に つ い て お 話 を 伺 い 、 必 要 に 応 じ て 、 支 援 方

法 の 見 直 し を し ま す 。

ご 本 人 の 社 会 参 加 が 促 進 さ れ 、 生 活 の 質 が 向 上 し た ら

相 談 は 終 結 し ま す 。

区 分

生 活 保 護

低 所 得

一 般 １

一 般 ２

世 帯 の 収 入 状 況 負 担 額 上 限

0 円

0 円

9, 3 0 0  円

3 7, 2 0 0  円

● 月 ご と の 利 用 者 負 担 に は 上 限 が あ り ま す

特 定 相 談 支 援 事 業 所 ア ー サ ス

ま ず は 相 談

し て み ま せ ん か ？

な ん で も

ご 相 談 く だ さ い 。

障 が い や 病 気 の 理 解 権 利 擁 護

住 ま い昼 間 の 活 動

福 祉 サ ー ビ ス の 利 用

福 祉 サ ー ビ ス の 利 用 に 関 す る

手 続 き 等 の 支 援

所 得 を 得 て 自 立 す る た め の
仕 事 探 し な ど 生 き が い が 持 て る
よ う な 社 会 参 加 に 関 す る 支 援

一 人 暮 ら し や ケ ア 付 き 住 宅 の
利 用 に 関 す る 相 談

障 が い や 病 気 の 理 解 障 が い 特
性 の 理 解 や 病 気 に 関 す る 相 談

判 断 能 力 が 低 下 し て い る 方 の
権 利 を 守 る た め の 相 談 支 援


